
 

  管理阻害補償金（排水）単価改定のお知らせ 

平素より明治用水土地改良区の運営につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚く

御礼申し上げます。さて、このたび管理阻害補償金（排水）に係る単価を下記のとおり

改定させていただくこととなりましたので、お知らせいたします。 

                  記 

■ 管理阻害補償金（排水）とは 

 地域の農家が維持管理する農業用水路を、農業以外の目的（浄化槽の排水放流など）

で使用する際に発生する費用です。排水の流入による汚れや老朽化にともない、清掃や

補修の負担が増大しているため、利用者の方々にも「管理阻害補償金」として費用の一

部を負担していただいております。この仕組みにより、地域全体の排水機能を正常に保

ち、良好な住環境を守っています。 

 

■ 改定の背景 

 近年、排水施設の老朽化に伴う修繕工事の増加、物価高騰による修繕費等の上昇、農

地減少に伴う農業者負担の増加などにより、維持管理費が増加しております。このよう

な状況の中、現行単価での維持が困難な状況となっております。安定した排水機能を将

来にわたり維持するため、やむを得ず単価を改定させていただくこととなりました。 

 

■ 改定内容 

区分 現行単価        改定単価   

浄化水（浄化槽排水）   ５００円／人槽   ６００円／人槽     

※令和 8年 4月 1 日より適用いたします。 

なお、適用日前に管理阻害物設置の許可を受けたものは、次回継続許可を受ける日から

改定後単価を適用いたします。（許可番号別の単価改定適用日は次ページ） 

算出例 １世帯５人槽の場合 

現行（年額）   1,000 円/世帯×1 世帯＋500 円/人槽×5人槽＝3,500 円＋消費税 

改定後（年額） 1,000 円/世帯×1 世帯＋600 円/人槽×5人槽＝4,000 円＋消費税 

■ よくある質問 

Q. 浄化槽の「人槽」は、実際に住んでいる人数のことですか？ 

A. いいえ、違います。 

 人槽とは「その浄化槽が処理できる生活排水の量の目安」であり、実際の居住人数を表すも

のではありません。延べ床面積や水回り設備（トイレ・浴室の数）などから、必要な処理能力をも

とに人槽が設定されます。また、延べ床面積が約 130 ㎡以下の住宅では「5 人槽」が採用され

ることが多く、これは「一般住宅における最小容量」とされています。 

                                                         （１/２）                         



 

■ 許可番号別の単価改定適用日 

 

※許可番号は毎年６月頃に発送の納入通知書または口座振替通知にてご確認ください。 

 

〒〇〇〇-〇〇〇〇                         

   〇〇市〇〇町〇〇-〇 

     〇〇 〇〇様 

   許可番号：Ｂ●●●―〇〇〇〇  ←宛名の下に記載があります 

 

令和 8年 4月 1日より単価改定適用の許可番号 

Ｂ５０３・Ｂ４２８・Ｂ４２３・Ｂ４１８・Ｂ４１３・Ｂ４０８・Ｂ４０３ 

Ｂ３６１・Ｂ３５６・Ｂ３５１・Ｂ３４６・Ｂ３４１ 

 

令和 9年 4月 1日より単価改定適用の許可番号 

Ｂ５０４・Ｂ４２９・Ｂ４２４・Ｂ４１９・Ｂ４１４・Ｂ４０９・Ｂ４０４ 

Ｂ３６２・Ｂ３５７・Ｂ３５２・Ｂ３４７・Ｂ３４２・Ｂ３３７ 

 

令和 10 年 4 月 1 日より単価改定適用の許可番号 

Ｂ５０５・Ｂ４３０・Ｂ４２５・Ｂ４２０・Ｂ４１５・Ｂ４１０・Ｂ４０５ 

Ｂ３６３・Ｂ３５８・Ｂ３５３・Ｂ３４８・Ｂ３４３・Ｂ３３８ 

 

令和 11 年 4 月 1 日より単価改定適用の許可番号 

Ｂ５０６・Ｂ４３１・Ｂ４２６・Ｂ４２１・Ｂ４１６・Ｂ４１１・Ｂ４０６ 

Ｂ３６４・Ｂ３５９・Ｂ３５４・Ｂ３４９・Ｂ３４４・Ｂ３３９ 

 

令和 12 年 4 月 1 日より単価改定適用の許可番号 

Ｂ５０７・Ｂ４３２・Ｂ４２７・Ｂ４２２・Ｂ４１７・Ｂ４１２・Ｂ４０７ 

Ｂ３６５・Ｂ３６０・Ｂ３５５・Ｂ３５０・Ｂ３４５・Ｂ３４０ 

 

※申請時期によって一部、例外がありますのでご注意ください。 

 

 

■ お問い合わせ先 

明治用水土地改良区 財務課 TEL：0566-76-4920 

受付時間：平日 8:30～12:00／13:00～17:15 

 今回の単価改定により負担増となりますが、水利施設の適正な維持管理のため、ご理解

とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

                                    

                                      

 

                                    （２/２） 


